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米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

 (趣旨) 

第１条 この要領は、米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務(以下「業務」とい

う。)の委託について、業務の効率化を図り、経済性を高めるため、業務に対する経

験、実績及び技術的能力等が優れた者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポー

ザル方式」という。)による選定を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （委託業務の対象区域） 

第２条 委託業務の対象区域は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 水道事業 米子市水道事業の設置に関する条例（平成１７年米子市条例第１９０ 

 号）第３条に定める給水区域 

 ⑵ 下水道事業 米子市下水道事業の設置等に関する条例（平成２９年米子市条例第

２５号）第４条に定める区域 

⑶ 前各号に掲げる区域のほか、米子市水道事業管理者（以下「管理者」という。)     

が別に定める区域 

 

 （委託業務の範囲) 

第３条 委託業務の範囲は、次に掲げるとおりとし、その詳細は、米子市水道料金及び

下水道使用料徴収等業務委託仕様書のとおりとする。 

 ⑴ 検針業務 

 ⑵ 収納業務 

 ⑶ 滞納整理業務 

 ⑷ 窓口業務 

 ⑸ 開閉栓業務 

 ⑹ 電算処理業務 

 ⑺ 事務引継業務 

 ⑻ その他前各号に掲げる附帯業務 

 

(参加の公募) 

第４条 管理者は、公告及び米子市水道局ホームページ(以下「局ホームページ」とい

う。)で閲覧に供する方法により、プロポーザル方式に参加する事業者を公募するも

のとする。 

 

(参加資格者) 

第５条 プロポーザル方式の参加資格者は、令和４年度及び令和５年度米子市水道局

入札参加等有資格者名簿(物品・役務等部門)に登録されている者で、次に掲げる条

件を全て満たし、管理者が認めたものとする。 
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⑴  平成２４年４月１日以降に、給水人口１５万人以上の都市において、第３条第 

  １号、第２号、第３号及び第６号に規定する業務を継続して２年以上の期間にわ

たって履行し、完了した実績のある者であること。 

 ⑵ 情報セキュリティマネジメントシステム等の規格を取得している者であるこ 

  と。 

 ⑶ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に該当する者でな 

  いこと。 

 ⑷ 募集公告の日から優先交渉権者決定の日までの間のいずれの日においても、米 

  子市水道局建設工事等指名競争入札参加資格指名停止措置要綱（平成１１年２月 

  １５日施行）に基づいて指名停止又は指名停止に至らない事由に関する措置を受 

 けていない者であること。 

 ⑸ 破産法(平成１６年法律第７５条)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法 

  (平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 

  １１年法律第２２５条)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である 

  こと。 

 ⑹ 令和４年４月１日を基準日として、直近２年間における法人税、消費税及び地 

  方消費税の滞納がない者であること。 

 ⑺ 都道府県税(法人事業税、法人都道府県民税)の滞納がない者であること。 

 ⑻ 市区町村税の滞納がない者(法人及びその代表者(委任関係があるときはその受任 

  者))であること。 

 ⑼ 賠償保険に加入している者であること。 

 ⑽ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に掲 

  げる暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係を有する者でないこと。 

 ⑾ 共同企業体で参加する場合は、次の条件を全て満たすこと。 

  ア 共同企業体又は共同企業体の構成員のいずれかが第１号及び第２号の条件を、 

   共同企業体の全ての構成員が第３号から第１０号までの条件を満たす者であるこ 

   と。 

  イ 共同企業体の構成員は、業務委託に関して当該企業体が負担する債務の履行に 

   関し、連帯して責任を負うこと。 

  ウ 共同企業体の構成員は、単独及び他の企業体の構成員としてプロポーザル方式 

   に参加していないこと。 

 

 （参加申込み） 

第６条 プロポーザル方式の参加を希望する者(以下「参加希望事業者」という。)は、

「プロポーザル方式参加申込書」（様式第１号）（以下「参加申込書」という。）を

所定の期限までに管理者に提出しなければならない。 

２ 参加希望事業者は、次に掲げる書類を参加申込書に添付し、管理者に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 会社概要書（様式第４号） 

 ⑵ 業務受託実績一覧表及び業務受託実績調査票（様式第５号） 
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 ⑶ 業務受託実績を証する契約書の写し又は実績を証明できる書類の写し 

 ⑷ 情報セキュリティマネジメントシステム等の規格の取得を証明できる書類の 

  写し 

 ⑸ 直近２か年の法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書 

 ⑹ 直近２か年の都道府県税（法人事業税、法人都道府県民税）に滞納がないこと 

の証明書 

 ⑺ 直近２か年の市区町村税に滞納がないことの証明書（法人及びその代表者（委 

任関係があるときはその受任者）） 

 ⑻ 賠償保険の加入状況について確認できる保険証書の写し等 

 ⑼ 共同企業体として参加する場合は、共同企業体協定書の写し 

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの 

 

 （資格審査及び審査結果通知） 

第７条 管理者は、参加希望事業者から提出された参加申込書及び添付書類により、プ

ロポーザル方式の参加資格の審査を実施する。 

２ 管理者は、次に掲げる区分に従い、前項の審査結果を参加希望事業者に通知するも

のとする。 

 ⑴ プロポーザル方式の参加資格を有すると認められた者(以下「参加事業者」とい 

  う。)に対し、「プロポーザル方式参加要請書」（様式第２号）を送付し、プロポ 

  ーザル方式の参加を要請するものとする。 

 ⑵ プロポーザル方式の参加資格を有しないと認められた者に対し、「プロポーザル 

  方式参加資格審査結果通知書」（様式第３号）を送付し、プロポーザル方式の参加 

  資格を認めない旨を通知するものとする。 

 

 （募集要項） 

第８条 参加事業者は、本要領及び別に定める米子市水道料金及び下水道使用料徴収等

業務委託公募型プロポーザル方式の募集要領(以下「募集要領」という。)に従い、次

に掲げる項目について、「業務提案書」（様式第７号）及び各種資料(以下「業務提

案書等」という。)を作成し、管理者が第９条に定める期日までに提出しなければな

らない。 

 ⑴ 会社概要（様式第４号）、財務状況(貸借対照表及び損益計算書(直近２年度分)) 

  業務受託実績一覧表及び業務受託実績調査票（様式第５号） 

 ⑵ 業務体制及び業務執行計画 

 ⑶ 地域貢献等 

 ⑷ 検針業務に関する企画及び技術提案 

 ⑸ 収納業務に関する企画及び技術提案 

 ⑹ 滞納整理(停水執行を含む。)業務に関する企画及び技術提案 

 ⑺ 窓口業務に関する企画及び技術提案 

 ⑻ 開閉栓業務に関する企画及び技術提案 

 ⑼ 電算業務に関する企画及び技術提案 

、 
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 ⑽ 下水道使用料等に係る徴収及び滞納整理業務に関する企画及び技術提案 

 ⑾ その他の業務に関する企画及び技術提案 

 ⑿ 個人情報保護に関する企画及び技術提案 

 ⒀ 防災・災害及び緊急時対策等危機管理に関する企画及び技術提案 

 ⒁ 提案価格書（様式第９号）及び提案価格内訳明細書 

２ 管理者は、参加事業者に対し、次に掲げる資料を提供することとする。 

 ⑴ 労務部門関係業務委託仕様書 

 ⑵ 電算部門関係業務委託仕様書 

３ プロポーザル方式に係る業務提案書等の提出方法は、郵送又は持参とし、電子記憶 

 媒体のみによる提出は認めない。なお、持参による場合は、土曜日、日曜日及び祝日 

 を除く午前９時から午後５時までの間とし、事前に電話連絡することとする。 

 

 （実施スケジュール） 

第９条 プロポーザル方式に係る実施スケジュールは、次の表に掲げるとおりとする。 
 

実施内容 実施期間又は期日 

公示（局ホームページ） 令和４年７月１２日（火） 

参加申込書等の提出期限 令和４年７月２７日（水） 

参加資格の審査 令和４年８月８日（月） 

ア 参加資格審査結果通知 

イ 提案書作成に必要な資料の提供開始 
令和４年８月９日（火） 

質問書提出期間 
令和４年８月９日（火）から 

令和４年８月１９日（金） 

質問書の回答期間 
令和４年８月９日（火）から 

令和４年８月２４日（水） 

業務提案書等の提出期限 令和４年９月２６日（月） 

参加辞退届の提出期限 令和４年９月２６日（月） 

プレゼンテーション等の案内 令和４年９月２７日（火） 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施 
令和４年１０月１４日（金） 

審査委員会による審査及び優先交渉権者の選定 

優先交渉権者決定通知及び局ホームページ公表 令和４年１０月中旬 

業務委託の契約締結 令和４年１２月上旬 

業務委託開始 令和６年４月１日（月） 
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 （質問の受付及び回答) 

第１０条 質問の受付は、電子メールのみにより受け付けるものとし、第９条に規定する

期間までに「プロポーザル方式質問書」（様式第６号）を管理者に提出しなければなら

ない。 

２ 質問事項は業務提案書の作成に関する事項に限り受け付けるものとし、審査及び評価

に関する質問は、一切受け付けないものとする。 

３ 質問に対する回答は、第９条に規定する期間に局ホームページに掲載することとす

る。 

 

 （参加申込手続き） 

第１１条 プロポーザル方式に係る参加申込書等の提出先は以下のとおりとする。 

 〒６８３－０００８ 

 鳥取県米子市車尾南二丁目８番１号 米子市水道局 計画課 計画推進担当 

 電話  ０８５９―３２―９９３０ 

 ＦＡＸ ０８５９―２３―３５３０ 

 メール suido-keikaku3@city.yonago.lg.jp 

 

 （参加に関する留意事項） 

第１２条 プロポーザル方式に関する全ての業務提案書の作成及び提出に係る費用は、 

 参加事業者の負担とする。 

２ 提出された書類等の取扱いは以下のとおりとする。 

⑴  業務提案書等の著作権は、それぞれの参加事業者に帰属するものとする。 

⑵  業務提案書等に記載された情報について、米子市水道局は提出された業務提案 

書等を参加業者に無断で二次的に使用しない。 

 ⑶ 業務提案書等は、選考作業において、必要な範囲で複製を行うことができること 

  とする。 

⑷ 提出された業務提案書等は返却しない。 

 

（参加の辞退） 

第１３条 参加事業者は、第９条に規定する期日までに限り、管理者に「プロポーザル

方式参加辞退届」（様式第 10号）を提出し、参加を辞退することができる。 

 

（プロポーザル方式の評価基準及び審査) 

第１４条 評価は主に業務に対する理解度、説明能力、意欲、業務提案書等の的確性、

表現力、独創性、実施手順の妥当性、社員配置の妥当性、提案内容の根拠、解析力等

を基準とし、審査は、米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託事業者審査委

員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとする。 

２ 審査委員会は、参加事業者から提出された業務提案書及びプレゼンテーションによ

るヒアリングを行い、「米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託公募型プロ

ポーザル方式優先交渉権者選定基準」に基づき審査し、評価基準総合点が最も高い者

mailto:suido-keikaku3@city.yonago.lg.jp
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を優先交渉権者として選定する。 

３ 評価基準総合点は、評価項目ごとに審査委員会委員の評価点数を合計し、その平均

点を採用する。この場合において、当該平均点に小数点以下の端数があるときは、小

数第３位を四捨五入するものとする。 

４ 審査の結果、選定された者の採点数合計が 60％に満たない場合は、失格とする。 

 

 （審査結果の答申） 

第１５条 審査委員会は、優先交渉権者を選定したときは、速やかに審査の結果を管

理者に答申しなければならない。 

 

 （優先交渉権者の決定及び通知） 

第１６条 管理者は、前条の答申を受け、優先交渉権者を決定する。 

２ 管理者は、優先交渉権者に決定した参加事業者に対し、「プロポーザル方式選定

結果通知書」（様式第 13号）を、決定されなかった参加事業者に対し「プロポー

ザル方式非選定結果通知書」（様式第 14号）をそれぞれ通知するものとする。 

 

 （委託契約） 

第１７条 管理者は、優先交渉権者に選定した参加希望事業者と条件等の協議を行い、

協議が整った場合、優先交渉権者は、米子市水道局契約規程(平成 17年水道局管理規

程第 28号)の規定に基づき、米子市水道料金及び下水道使用料徴収等業務委託契約(以

下「委託契約」という。)を締結する。なお、協議の際、双方合意の上、各種仕様書及

び提出した業務提案書の内容を一部変更する場合がある。 

２ 優先交渉権者は、円滑に受託業務を行うことができるよう自らの責任において準備

を行い、準備に必要な経費を負担するものとする。 

 

（委託契約期間) 

第１８条 委託業務の契約期間は、契約締結の日から令和１１年３月３１日までとする。 

２ 契約締結の日から令和６年３月３１日までの期間は準備期間とし、優先交渉権者は 

 当該実施業務を円滑に行うことができるよう自己の負担と責任において水道料金等計 

 算システムの構築、システムのデータ移行に係る準備・検証及び業務移行並びに検針 

 員等従事者の確保・研修等を行うものとする。 

 

（失格事由) 

第１９条 管理者は、参加事業者及び優先交渉権者が、次に掲げる事由に該当した場合

は、プロポーザル方式の参加資格又は優先交渉権者の決定を取り消し、その旨を通知

する。また、これまでに要した経費は一切負担しないこととする。 

⑴  第５条に定める参加資格に瑕疵が認められた場合 

⑵  提出書類に虚偽の記載又は不備が認められた場合 

⑶  参加事業者及び優先交渉権者が備えるべき資格条件を満たさなくなった場合 

⑷  その他不正行為があった場合  
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（次点交渉権者の繰上げ) 

第２０条 管理者は、優先交渉権者に委託契約を履行することができない事由が生じた

場合は、プロポーザル方式において次順位以下の次点交渉権者となった参加事業者の

うち、評価基準総合点が上位であった者から順に当該業務委託についての協議を行う

ことができる。 

 

 （公表） 

第２１条 管理者は、局ホームページにより、プロポーザル方式実施の結果について公

表する。 

  

（事務局) 

第２２条 事務局は、米子市水道局計画課計画推進担当に設置する。 

 

（その他） 

第２３条 この要領に定めるものを除き、公募型プロポーザル方式の実施に関し必要な

事項は、管理者が別に定める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この要領は、令和４年７月１日から施行する。 

 (要領の廃止) 

２ この要領は、優先交渉権者と当該委託契約を締結した時点で廃止する。  


